
大和市保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２６年９月３０日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第５３号 

大和市保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市保育の実施に関する条例施行規則（昭和６２年大和市規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 

題名を次のように改める。 

大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例施行規則 

第１条中「大和市保育の実施に関する条例（昭和６２年大和市条例第１０号」を「大和市小学校

就学前子どもの教育及び保育に関する条例（平成２６年大和市条例第 号」に改める。 

第１７条を第２６条とし、第１６条を第２５条とする。 

第１５条第１項中「保育児童表」を「保育児童票」に、「実施」を「利用」に改め、同条第２項

を削り、同条を第２４条とし、第１４条を第２３条とし、第１３条を第２２条とし、第１２条を第

２１条とし、第１１条を削る。 

第１０条中「保育料決定・納付通知書及び保育料納付通知書兼領収証書により」を削り、同条を

第２０条とし、第９条を第１９条とする。 

第８条第１項ただし書中「保育に要する費用」を「保育費用」に改め、同条を第１８条とする。 

第７条の見出しを「（保育の利用の拒否）」に改め、同条第１項中「を解除する」を「の利用を

拒む」に改め、同項第３号中「入所の理由」を「規則第１条に掲げる事由」に改め、同条第２項中

「解除を必要と認めた」を「利用を拒む」に、「保育所入所等決定通知書」を「保育所利用等決定

通知書」に改め、同条を第１７条とする。 

第６条中「保護者」を「保育所における保育を利用する支給認定子ども（以下「入所児童」とい

う。）の保護者」に、「入所児童」を「当該入所児童」に改め、同条を第１６条とする。 

第５条中「保護者」を「支給認定保護者」に、「第２条第１項の申込事項」を「第１３条第１項の

規定により申込みをした事項」に、「住所等変更届」を「第１０条の変更申請書」に改め、同条を第

１５条とする。 

第３条及び第４条を削る。 

第２条第１項を次のように改める。 

支給認定子ども（法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する



者に限る。）が、認定こども園若しくは保育所における保育又は地域型保育の利用を希望すると

きは、当該支給認定子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼保育所

等利用申込書を市長に提出しなければならない。 

第２条第２項中「前項に規定する申込書」を「前項の申込書（保育所による保育の利用を希望す

る場合に限る。）」に、「当該児童の入所」を「当該支給認定子どもの利用」に、「その保護者」

を「当該支給認定子どもの保護者」に、「保育所入所等決定通知書又は保育所入所不承諾（保留）

通知書」を「保育所利用等決定通知書又は保育所等利用保留通知書」に改め、同条第３項を次のよ

うに改める。 

３ 市長は、第１項の申込書（保育所による保育の利用を希望する場合を除く。）の提出があった

場合において、当該支給認定子どもの利用の可否を調整したときは、当該支給認定子どもの保護

者に、利用の調整が整ったときはその旨を書面により通知し、利用の調整が整わなかったときは

保育所等利用保留通知書により通知するものとする。 

第２条に次の１項を加える。 

４ 市長は、第１項の規定による申込みを行った支給認定子どもの全てが利用を希望した保育を受

ける場合において、適切な保育の利用が困難になることその他のやむを得ない事由があるときは、

申込みを行った当該支給認定子どもの保育の利用を公正な方法で調整するものとする。 

第２条を第１３条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（利用希望の変更） 

第１４条 認定こども園若しくは保育所における保育又は地域型保育を利用している支給認定子ど

も（以下「利用児童」という。以下この条において同じ。）の保護者は、当該利用児童が利用す

る認定こども園、保育所又は地域型保育事業者を変更しようとするときは、保育所等変更申込書

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長が前項の申込書の提出を受けたときの処理については、前条の規定を準用する。 

第１条の次に次の１１条を加える。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（就労の下限時間） 

第３条 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「規則」という。）

第１条第１号の規定により本市が定める時間は６４時間とする。 

（保育の必要性の事由） 

第４条 規則第１条第１０号に規定する事由は、次に掲げるとおりとする。 



(1) 別居の親族（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護し、又は看護していること。 

(2) その他規則第１条第１号から第９号に類するものとして市長が特に認める事由に該当するこ

と。 

（支給認定の有効期間） 

第５条 規則第８条第４号ロの規定により本市が定める期間は、９０日とする。 

２ 規則第８条第６号の規定により本市が定める期間は、規則第８条第２号に掲げる期間とする。

ただし、当該小学校就学前子どもが満３歳に達する日の属する年度に支給の認定を行うときの期

間については、効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業に係る子どもが満１

歳に達する日の属する年度の末日までの期間とする。 

３ 規則第８条第１２号の規定により本市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期

間とする。 

(1) 規則第８条第８号に掲げる期間 

(2) 効力発生日から保護者の育児休業に係る子どもが満１歳に達する日の属する年度の末日まで

の期間 

４ 規則第８条第７号及び第１３号の規定により本市が定める期間は、次の各号に掲げる場合に応

じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

(1) 前条第１号に掲げる事由に該当する場合 効力発生日から小学校就学前子どもが小学校就学

の始期に達するまでの期間（法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該

当する子どもにあっては、効力発生日から当該小学校就学前子どもが満３歳に達する日の前日

までの期間） 

(2) 前条第２号に掲げる事由に該当する場合 市長が必要と認める期間 

（認定の申請） 

第６条 規則第２条第１項に規定する申請書は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める申請書とする。 

(1) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども 子どものための教育・給付支給認定

申請書 

(2) 法第１９条第１項第２号及び第３号に掲げる小学校就学前子ども 第１３条第１項に規定す

る子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書 

（支給認定証） 

第７条 法第２０条第４項の支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証とする。 

（利用者負担額の通知） 



第８条 規則第７条、第９条第４項及び第１１条第３項により準用される第９条第４項の規定によ

る通知は、利用者負担額等通知書により行うものとする。 

（現況届） 

第９条 規則第９条第１項に規定する届書は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書とす

る。 

（変更申請等） 

第１０条 規則第１１条に規定する申請書及び規則第１５条に規定する届書は、変更申請書とする。 

（支給認定の変更等の通知） 

第１１条 規則第１２条の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定変更通知書

により行うものとする。 

２ 規則第１４条第２項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定取消通知書

により行うものとする。 

（支給認定証の再交付） 

第１２条 支給認定保護者は、規則第１６条の規定による支給認定証の再交付の申請をしようとす

るときは、子どものための教育・給付支給認定証再交付申請書を市長に提出しなければならなな

い。 

別表第１中「第８条関係」を「第１８条関係」に改め、同表Ａの項中「中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、同表Ｂの項

中「の実施」を削る。 

別表第２中「第８条関係」を「第１８条関係」に改める。 

別表第３中「第８条関係」を「第１８条関係」に改める。 

別表第４中「第８条関係」を「第１８条関係」に改める。 

別表第５を次のように改める。 

  



別表第５（第２６条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 子どものための教育・保育給付支給認定申請書 第６条及び第９条 

第２号様式 子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼保育所

等利用申込書 

第６条及び第１３

条 

第３号様式 子どものための教育・保育給付支給認定証 第７条 

第４号様式 利用者負担額等通知書 第８条 

第５号様式 変更申請書 第１０条及び第１５

条 

第６号様式 子どものための教育・保育給付支給認定変更通知書 第１１条 

第７号様式 子どものための教育・保育給付支給認定取消通知書 第１１条 

第８号様式 子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書 第１２条 

第９号様式 保育所利用等決定通知書 第１３条及び第１７

条 

第１０号様式 保育所等利用保留通知書 第１３条 

第１１号様式 保育所等変更申込書 第１４条 

第１２号様式 保育所退所届 第１６条 

第１３号様式 保育費用減免申請書 第２２条 

第１４号様式 保育費用減免決定通知書 第２２条 

第１５号様式 督促状 第２３条 

 

  



   附 則 

 この規則は、法の施行の日から施行する。 

 

 

 

 


